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＜永住許可要件＞

 入管法第22条（永住許可）

 永住許可のガイドライン（23年12月改訂）

1 法律上の要件

(1) 素行善良要件：法令を遵守し住民として社会的
に非難されることのない生活を送っていること

(2) 独立生計要件：公共の負担にならず安定した生
活を送っていること

(3) 国益要件：その者の永住が日本国の利益になる
と認められること

2 原則10年在留に関する特例

⇒参考資料1参照
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＜永住許可に係る検討＞

 2009年改定入管法附則第60条の3（検討）

「特別永住者」に準ずる永住者（旧植民地出身者）
について、生活の安定性に資するとの観点からの在
留管理を検討

新しい在留管理制度の創設

 入管庁担当者の回答

• 検討状況をたずねたところ、長く、諸外国の状況
を調査中との回答

• ようやく17年11月、諸外国比較の資料が提供さ
れたが、23年11月の移住連省庁交渉では「慎重
に検討中。現時点では説明は困難」との回答

検討結果は？

⇒参考資料1,2参照
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 基本的法制度に関する世論調査（2019年11月）

４．永住者の在り方

(1) 永住者数は多いか

(2) 永住許可に必要な要件

(3) 永住許可を取り消す制度の賛否

ア 永住許可の取消し要件

恣意的・誘導的な
質問と選択肢！

⇒参考資料3参照
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6図 在留資格別在留外国人数（外国人登録者数）の推移
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注2）永住許可者数には特別永住許可は含まない。

注3)2015年以降の「韓国・朝鮮」は「韓国」のみの数値である。

出所：法務省資料をもとに筆者作成
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永住取得要件緩和

図 永住許可者数の推移

図 永住許可者数と許可率
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出所：法務省資料より筆者作成

 近年、永住許可は厳格化している！
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退去強制事由や在留資格取消
し事由に該当すれば、永住者
でも在留資格を失う！
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 22年度版総合的対応策（23年度版も同じ）

• 永住許可の予見可能性を高めるため、独立生計要件
及び国益要件における収入の目安額を設定するなど、
手続の透明性確保の観点から統一的な指針を示す必
要がある。

• また、永住許可後に永住者としての要件を満たさな
くなったと思われる事案に対処できる仕組みを構築
する必要がある。

• 「永住者」の在り方について、その許可要件及び許
可後の事情変更に対する対応策等について、諸外国
の制度及び許可後の状況調査を参考としつつ見直し
について必要な検討を行っていく。
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検討状況は？

 入管庁担当者の回答

• 様々な御意見・御要望の把握や諸外国における制度
の調査等を進めつつ検討を行っているところであり、
現時点で調査結果をお答えすることは困難

• 取消し制度の導入も含めて検討中
（2023年11月、移住連省庁交渉）

出所：関係閣僚会議（2022）「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ（ 23年6月一部改訂）
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出所：24年1月29日自民党外国人労働者等特別委員会配布資料

880,178人、27.3％
（23年6月末現在）
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 自民党外国人労働者等特別委員会提言（23/12/14）

• 新制度によって永住に繋がる就労者が大幅に増えるこ
とが予想される為、永住許可の制度の適正化を検討す
ること

 特別委員会配布入管庁資料（24/1/29）

• 永住に繋がる特定技能制度による外国人の受入数が増
加することが予想されることが、課題として記載

⇒ 課題？？？？？？
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 「永住者」が増えることは、なぜ問題と捉えるの
か？

 むしろ、「共生社会の実現」という視点からみれば、
より安定的に安心して日本で暮らす外国人が増える
ことは好ましいことではないか？

 求められる取組みは、安定的に安心して暮らすこと
ができる制度や環境をつくっていくことではない
か？

＜永住資格の取消しは？＞

 入管法第22条の４（在留資格の取消し）

• 「偽装」滞在者対策として、04年改定入管法で追
加（同年12月施行）

• 09年改定入管法（12年7月施行）、16年改定入管
法（17年1月施行）で、取消し事由追加

• 22年までの累計で7,740人が取消し、うち永住
者は124人

• 新たに「永住者」を対象として、「永住許可の要
件を満たさなくなった場合」といった事由を追加
するのか？

• マイナンバーカードと在留カードの一体化が予定
されているので、マイナンバーカードを活用し、
永住者の状況を把握するのか？

⇒参考資料参照


